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はじめに 

子どもたちにとっての学校給食は、身体の成長を促すばかりではなく、その

温かさからホッとする時間の提供や、心の成長そして食育にまで通じる様々な

要素を持っています。 

また、毎日の献立は、子どもたちが学校に通学する励みになっている側面も

あります。この学校給食の提供には、食材の仕入・下処理・調理・配送・配膳

を通して、安全・安心の徹底が求められ、学校給食に携わるすべての職員の細

部にわたる点検及び協力連携が必要になります。また、ヒューマンエラーを限

りなくゼロに近づけるとともに、それぞれの過程で発生した事故に的確かつ迅

速に対応する事が欠かせません。 

そこで、幅広い学校給食業務の中で、異物混入と食中毒対応を重点的に捉

え、「学校給食における危機管理マニュアル」を、ここに策定いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

目 次 

異物混入の防止対策 

１ 給食センターにおける安全な食材の確保 

２ 給食センターにおける調理過程での遵守事項  

３ 給食センターから各学校への配送過程における点検及び学校での対応 

４ 給食センターの厨房機器等点検・衛生対策 

異物混入への対応 

１ 異物混入の発見  

２ 異物の種類による対応の分類 

３ 被害児童生徒の保護者への説明と謝罪 

４ 異物混入等状況報告書 

感染性胃腸炎（ノロウイルス等）への対応 

１ 基本的初動対応 

２ 学校給食従事者本人が定期検査で陽性、または、腹痛、下痢、嘔吐などの 

症状があり、医師から感染性胃腸炎（疑いを含む）と診断された場合の対応 

３ 学校給食従事者本人に自覚症状はないが、同居者等が腹痛、下痢、嘔吐など 

の症状があり、医師から感染性胃腸炎（疑いを含む）と診断された場合の対 

応 

４ 受配校の給食配膳員本人が定期検査で陽性、または、腹痛、下痢、嘔吐など 

の症状があり、医師から感染性胃腸炎（疑いを含む）と診断された場合の対 

応 

５ 受配校の給食配膳員の同居者等が腹痛、下痢、嘔吐などの症状があり、医師 

から感染性胃腸炎（疑いを含む）と診断された場合の対応 

６ 感染性胃腸炎（ノロウイルス等）発生時における各施設の衛生管理 

食中毒への対応 

１ 食中毒の的確な把握  

２ 校内体制の確立  

３ 関係機関への連絡体制  

４ 保護者への事情説明（関係する児童生徒の保護者）  

５ 当該校及び全小中学校の児童生徒並びに保護者への事情及び経過説明 

６ 事故の処置  

７ 報道機関への対応 

 

 

 

 



2 

 

【異物混入の防止対策】 
学校給食における異物混入の未然防止に向けて、それぞれの作業工程におい

て、給食センターや学校が点検すべき項目を遵守すること。 

１ 給食センターにおける安全な食材の確保 

(１) 食品の検収時における安全性の点検 

① 食材については、缶詰・調味料等、常温で保存可能なものを除いて、１回で

使い切る量を納品させる。 

② 検収は、栄養士が必ず立ち合い、品名、数量、納品時刻、納入業者名、消費

期限または賞味期限のほか、特に品質、鮮度、袋の汚れや破れ、その他包装

容器等の状況、異物の混入や異臭の有無等について点検し記録する。 

③ 検収時に虫等が混入しないように細心の注意を払い、異物を発見した場合

は、食品の納入業者と速やかに代替食品について協議する。 

(２) 食材発注時における安全確保の徹底 

(３) 納入業者や製造業者に対する指導の強化 

 

２ 給食センターにおける調理過程での遵守事項 

(１) 調理場の点検 

① 調理場への、関係者以外の立ち入り禁止。 

② 床、扉、窓等に汚染や破損がないか確認。 

③ 調理場における調理機器・器具・用具の点検。 

・調理開始前に機器等の点検や異物の有無の確認を行い、破損等による給食へ 

の混入の未然防止に努めること。網杓子等のチェック、修繕及び更新。 

④ 機器等は正しい使用法により使用し、禁忌行為は行わない。 

⑤ 調理場での窓の開放原則禁止（全閉）。 

⑥ 常に整理整頓、清掃の実施。 

⑦ 点検簿の各項目の確認、チェック。 

⑧ 最終退勤者による機械警備及び施錠。 

(２) 職員の遵守事項 

① 調理場に入る前の日常の被服等点検の徹底 

・貸与されている白衣・ズボン・帽子・靴の着用、きちんとした身なりの確

認。マスクは鼻と口をしっかり覆い、帽子は毛髪をしっかり覆う。 

・時計、指輪等は外す。ただし、眼鏡を必要とする職員は着用可とする。ポケ

ットには何も入れない。 

・埃などの調理場への混入防止に努める。 
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② 作業における遵守事項 

・出入り扉の開閉は速やかに行い、開放は禁止。 

・ビニール袋を開封する際には、切れ端が混入しないよう注意し、シールなど

にも細心の注意を図ること。なお、切れ端は決められた場所に捨てる。 

・段ボール箱を開封する際は、留め金や切れ端が飛ばないよう注意する。 

・各調理段階で細心の注意を払って、異物の発見に努める。 

・児童生徒の喫食開始時刻の３０分前までに給食センター所長または副所長に 

よる検食を行い、異物混入や異味・異臭の有無等を確認し記録する。 

 

３ 給食センターから各学校への配送過程における点検及び学校での 

対応 
(１) 給食センターから各学校の給食搬入口までの、配送業者に対する安全・衛

生管理の徹底について指導する。 

(２) 出来上がった給食は、コンテナに入れて、各学校の給食搬入口へ配送し、 

各学校の配膳員が受け取る。 

(３) 各学校内での人為的な異物混入を避けるために、コンテナの保管やクラ 

スワゴンの移動時間等について、各学校の状況に合わせて慎重に実施する。 

(４) 児童生徒の喫食開始時刻の３０分前までに、学校長または教頭等責任者に 

よる検食を行い、異物混入や異味・異臭の有無等を確認し記録する。 

(５) 学級での衛生管理 

①日常の管理、指導 

・給食当番は、給食衣、帽子等を着用し配膳の過程で異物が混入しないように 

注意する。 

・学級担任等は、教室内での異物混入を防止するため、画鋲やホチキスの針な 

 どの散乱や、虫が混入しないよう室内管理に注意をはらうこと。また、児童 

 生徒に対し異物が混入した場合の危険性や対応について指導する。 

②配膳時の注意 

・学級担任等の管理及び指導のもと、異物が混入しないよう十分注意し配膳を行 

う。 

・食缶の開閉は、学級担任等または、複数の給食当番で行い、異物の混入、異臭 

 等の有無を確認する。 

 

４ 給食センターの厨房機器点検・衛生対策 
(１) 厨房機器点検 

厨房機器メーカーによる全体点検を年１回、調理担当者による点検を毎日実

施し、不具合等が見つかった機器については状況により使用を中止し迅速に修
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繕を行う。 

(２) 殺菌消毒・衛生害虫防鼠対策 

調理場殺菌消毒施工を年３回、衛生害虫防鼠対策施工を年１２回、食品に影響

しない薬剤等を使用し調理場ほか排水溝を含む建物全体に噴霧する。また、業務

責任者による点検を毎日行い、状況によっては専門業者と協議の上、臨時の消毒

等を行う。 

(３) 調理場高所壁面・ガラス・ガラリ（換気口）清掃   

年に１～３回、高所タワーを使用し埃等の除去清掃を行う。 

 

【異物混入への対応】 

１ 異物混入の発見 (異物の種類により対応を判断すること) 
(１) 虫・毛髪等混入の場合 

虫や髪の毛、食材の包装材料の切れ端などの異物については、健康への影響

度も少ないと思われるので、直接その異物を除去する。 

(２) 金属・ガラス類等危険な異物の場合 

金属やガラス類など、児童生徒の生命に影響を及ぼすと判断される異物混入

の場合は、児童生徒の安全性を最優先に対応する。また、当該発見学級を含む

学校全体の給食の即時停止をするとともに、メニューによっては全学校の給食

停止も行う。併せて、異物混入のあった給食を保全する。 

 

２ 異物の種類による対応の分類 

（１） 給食センターでの異物発見時 

① 虫・毛髪・梱包材料等の場合（レベル１・２） 

調理員⇒栄養士⇒給食センタ―所長  

・異物を除去の上、給食センタ―所長により安全確認を行う。 

② 金属・ガラス類等の場合（レベル３・４） 

調理員⇒栄養士⇒給食センタ―所長⇒教育長・関係各課・学校長 

・給食センター所長は教育長・関係各課と協議し、給食実施の可否を学校長に

連絡する。 
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危険異物（分類レベル 3.4） 

金属片、針、針金、ガラス片、鋭利な

プラスチック片、薬品類、異臭等 

 

取
り
除
け
る 

異   物 分  類 具体的な物質 

原料由来 レ

ベ

ル

１ 

原料由来の異物であるが、

喫食した場合、健康への影

響があると思われる異物 

食肉の骨等 

非危険異物 
レ

ベ

ル

２ 

異物自体は不快であるが、

健康への影響が少ないと思

われる異物 

毛髪/ビニール片/下記以外

のプラスチック片/繊維/ス

ポンジ片/植物の皮や殻/虫/

海産物に付着した貝殻や小

エビ等 

危 険 異 物 

 

 

レ

ベ

ル

３ 

喫食することにより、健康

への影響が大きいと思われ

る異物 

製造過程で不適切な取扱い

により生成したもの（変

色、異臭、カビ等） 

レ

ベ

ル

４ 

喫食することにより、生命

に深刻な影響を与える異物 

金属片/針/針金/ガラス片/

鋭利なプラスチック片/薬品

類等 

※原則として、原料そのものに由来する物質や食品の変色部分等は異物に含ま

ない。ただし、形状や大きさによっては異物と同様に扱う。 

※各学校で発見し判断が困難な場合は、給食センターに確認する。 

 

③ 提供・中止の判断 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非危険異物（分類レベル 1、2） 

食肉の骨等、毛髪、繊維、スポンジ片、

植物の皮や殻、虫、海産物に付着した

貝殻や小エビ 

 
 

 

調理前：取り除いて使用 

調理中：取り除いて使用 

検食中：取り除いて提供・代替品 

の提供 

配膳中：取り除いて提供・代替品 

の提供 

配膳後：取り除いて提供・代替品 

の提供 

 

調理前：食材交換・使用中止 

調理中：該当献立の提供中止 

検食中：該当献立の提供中止 

配膳中：該当献立の提供中止 

配膳後：該当献立の喫食中止 
※調理前・調理中の非危険異物について
は、混入経路を確認後、状況により混入
していない釜を細心の注意を図り提供 
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④  給食センターで発見された場合のフローチャート 

（虫・毛髪・梱包材料等の場合レベル１・２） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 給食センターで発見された場合のフローチャート（金属・ガラス類等の場合レベル３・４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供不可能 

使用不可能 使用可能 

給食センター所長 
当該食材使用の可否を判断 

栄養士 
・代替品の確保 
・献立に影響が
ある場合は各
学校へ連絡 

栄養士 
調理担当者 
・異物を取除き
使用 

給食センター所長 
・納入業者、調理担当への指

栄養士 
・代替品の確保 
・提供学校へ状 
況説明の連絡 

栄養士 
・提供学校へ状
況説明の連絡 

給食センター所長 
・教育長及び関係各課へ連絡 
・納入業者、調理担当への指導 

異物混入の発見 調理前/調理 検食時 

栄養士/調理員 
・異物発見時には異物を除去の上、給食
センタ―所長に報告 

給食センター所長 
・異物が混入している献立の調理過程を
確認後、喫食予定学校への提供可否の判

提供可能 

給食センター所長 
・教育長及び関係 
各課へ連絡 

・納入業者、調理 
担当者への指導 

給食センター所長 
・当該学校長または全 
学校長へ事情説明 
業務責任者 
・代替品の運搬 

給食センター所長 
・当該学校長また 
は全学校長へ当該
献立の喫食中止連
絡 

給食センター所長 
・異物の調査 
・混入の経過や原因について調査を行い学校長に結果の報告 
・教育長及び関係各課へ「異物混入等状況報告書」提出 
・学校、学校給食センター協議の上、保護者宛て通知文の作成、配

布 
・異物の内容、状況により下記へ報告 

朝霞保健所/埼玉県教育委員会/東入間警察署/東入間医師会 
・納入業者、調理担当者への指導 

代替品で対応 喫食中止 

使用不可能 使用可能 

給食センター所長 
・当該食材使用の可否を判断 

 

栄養士 
・代替品の確保 
・献立に影響が
あ 

る場合は各学校

栄養士 
調理担当者 
・異物を取除き 
使用 

異物混入の発見 調理前/調理 検食時 

栄養士/調理員 
・異物発見時には異物を保全し、給食セ
ンタ―所長に報告 

給食センター所長 
・異物が混入している献立の調理過程を確認 
・代替品提供の有無を確認 
・教育長、関係各課と協議し実施の可否判断 
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（２） 学校内での異物発見時 

① 虫・毛髪・梱包材料等の場合（レベル１・２） 

児童生徒（教室内）⇒学級担任等⇒教頭⇒学校長⇒給食センター所長⇒教育

長・関係各課 

・異物を除去し給食を提供、または代替品を給食センターに依頼し提供する。 

・給食センター所長は教育長・関係各課に状況を報告する。 

・配膳員を通して、混入異物を給食センターに戻し、混入の経過や原因につい 

 て調査を行い、学校長に結果の報告を行う。 

② 金属・ガラス類等の場合（レベル３・４） 

児童生徒（教室内）⇒学級担任等⇒教頭⇒学校長⇒給食センター所長⇒教育

長・関係各課 

・ 児童生徒の被害状況を把握し、状況により当該学校または全小中学校におけ 

る当該献立の提供を停止する。 

・ 速やかに情報を伝達し、給食センター所長または業務責任者は現地に赴き対 

  応。また給食センター所長は学校長と協議する。 

・ 副所長は速やかに関係各課と連絡をとり事故状況を報告する。 

・ 学級担任等は異物並びにその学級の当該献立を保全し、教職員全員に周知す 

る。また、当該児童生徒並びに、当該学級の児童生徒からも異物混入の状況 

について聴取する。 
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代替品の運搬 

③ 学校で発見された場合のフローチャート 

（虫・毛髪・梱包材料等の場合レベル１・２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

給食センター所長 

・代替品が必要な場合 

は運搬 

・混入の経過や原因に 

ついて調査を行い学校 

長に結果の報告 

・教育長及び関係各課 

へ「異物混入等状況報 

告書」提出 

・納入業者、調理担当 

者への指導 

学校長 
・異物を除去して喫食指示 
・給食センターへ連絡 
・学校内で不足する分を確保 
・学校内で確保できない場合は学校給食セ
ンターに依頼 

 
指示 

連絡 

学級担任等 

・喫食の開始又

は再開 

・必要に応じて

医療機関の受

診、喫食した

児童生徒の保

護者に連絡 

 

喫食可能 

学校長 
・給食センターへ連絡/学校教育課に報告 

・代替品の配送依頼 
 
 

給食センター 
・給食センター所長 
または業務責任者を 
学校へ派遣(状況把握) 

・代替品の運搬 
給食センター所長 
・教育長及び関係各 
課へ「異物混入等状 
況報告書」提出・混 
入の経過や原因につ 
いて調査を行い学校 
長に結果の報告 
・納入業者、調理担当

者への指導 
 

 

学校長 

・再配送された

代替品の提供 

・保護者宛て通

知の印刷・配布、

メール送信 

・喫食した児童

生徒の保護者宛

てに内容の連絡 

 

異物混入の発見 学校長検食時 配膳/児童生徒喫食時 

学校長 
・異物の内容により除去して児童生徒の喫
食が可能か判断 

学級担任等 
・喫食の中断 
・児童生徒の安全確認 
・混入異物の状況確認 
・混入異物の保管 
・校長に報告 

 

報告 

喫食不可能 
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④ 学校で発見された場合（金属・ガラス類等の場合レベル３・４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 被害児童生徒の保護者への説明と謝罪 

・給食センターが原因を調査する旨を学級担任等から説明をする。 

・原因調査の結果を踏まえ、給食センター所長・学校長間の協議により、必要 

に応じて、給食センター所長または学校長から、混入の経過や再発防止対策 

について文書を配布する。 

・重大な異物混入や事故については、給食センターにおいて原因の究明を進 

め、その結果を教育長・関係各課に報告するとともに、学校長と話し合いの 

上、保護者に対しても概要について説明する。 

給食センター 
・給食センター所長または業務責任者を学校 
へ派遣（状況把握） 
・代替品での対応が可能な場合は早急に運搬 
給食センター所長 
・異物の状況により、当該学級または学校全 
体、全学校喫食中止の判断 
※教育長・関係各課と協議し判断する 
 
 

当該学校長または全学校長 
・喫食の中止を学級担任等に指示 
 

 

連絡 

学校長/給食センター所長 
・学校、学校給食センター協議の上、保護 
者宛て通知文の作成、配布 
 
 

学校長 
・学級担任等へ状況を伝

え代替品の喫食を指示 

 

異物混入の発見 学校長検食時 配膳/児童生徒喫食時 

学校長 
・当該献立の喫食停止を学級担任等へ指示 
・給食センター/学校教育課へ連絡 

学級担任等 
・喫食の中断 
・児童生徒の安全確認 
・混入異物の状況確認 
・混入異物の保管 
・校長に報告 

 

報告 

代替品で対応 

喫食中止 

学級担任等 
・喫食の開始又は再開 
・必要に応じて医療機関
の受診、喫食した児童
生徒の保護者に連絡 

 

給食センター所長 
・異物の調査 
・混入の経過や原因について調査を行い
学校長に結果の報告 
・教育長及び関係各課へ「異物混入等状 
況報告書」提出 
・異物の内容により下記へ報告 
朝霞保健所/埼玉県教育委員会/東入間

警察署/東入間医師会 
 

 
 

 
 

喫食中止指示 

学級担任等 

・児童生徒の喫食中止 

・必要に応じて医療機関の受診、喫食した児 

童生徒の保護者に連絡 

 

調
査
・
報
告 

給食センター所長 
・納入業者、調理担当者への指導  
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発生日 年   月   日 

学校名 小学校/中学校 

発生場所

（クラス） 

年   組 

発見者 検食者 ・ 児童生徒 ・ 担任  

料理名 
 

発見状況 給食センター所長検食時 ・ 学校長検食時 ・ 配膳作業時 

配膳後喫食前 ・ 配膳後喫食中 

詳細：  

異物詳細 

 

 

  

もの ：  

形  ：  

大きさ：  

状態 ： 食品表面[付着・浮遊] ・ 食品内部[練りこみ] 

その他：  

健康被害

（ケガ・体

調不良） 

 

有（            ）・ 無 

喫食状況 １．異物を視認した後は食べなかった 

２．異物を避けて食べた 

３．欠席者分など余っているものを食べた 

４．その料理をクラス全員食べなかった 

└ 同じ料理の予備を届ける？ ⇒ 必要 ・ 不要 

５．その他（                 ） 

経緯 

（時系列） 

 

  
メモ   

 

  

４ 異物混入等状況報告書 



11 

 

【感染性胃腸炎(ノロウイルス等)への対応】 
感染性胃腸炎（ノロウイルス等）の潜伏期間は一日～二日程度で発症当日は

激しい症状を呈す。嘔吐、下痢、腹痛などが突然始まることが多く、三日程度

で回復するが、ウイルスの排出は、回復後も通常では一週間程度、長いときは

一ヶ月ほど続くため、二次感染による集団感染を防ぐには十分な対応を図るこ

とが必要である。 

 

１ 基本的初動対応 

 学校給食従事者（調理員、栄養士、事務職、運転手、配膳員等）は、常日頃か 

ら自分や同居者等の健康状態を把握し、腹痛や下痢、嘔吐、発熱などの症状のあ 

る場合には、自らが集団の感染症や食中毒の発生源とならないよう給食センター 

所長及び業務責任者にその旨を報告し、速やかに医療機関で受診する。また、受 

診時には必ず学校給食という職場の特殊性に鑑み、学校給食従事者であることを 

申し出て診断内容について詳しく聞くと共に、症状回復までに要する期間や職場 

への復帰見込み等を医師に伺い、その内容を給食センター所長及び業務責任者に 

報告する。 

 

２ 学校給食従事者本人が定期検査で陽性、または、腹痛、下痢、嘔吐 

などの症状があり、医師から感染性胃腸炎（疑いを含む）と診断され

た場合の対応 

（１）二次感染防止のため、給食センター所長または業務責任者は当該本人に対 

して医師の診断に基づき職務を休むよう指示する。 

（２）給食センター所長または業務責任者の指示により、当該本人は所定の検査

機関において高感度検便検査を行う。 

ア 当該本人の高感度検便検査の結果が陰性だった場合 

高感度検便検査の結果が陰性の場合でも、経過として自覚症状があり、その他 

の感染性胃腸炎の可能性がある。よって、職場復帰については医師の診断に基 

づき、業務責任者の許可を得る。 

イ 当該本人の高感度検便検査の結果が陽性だった場合 

職場復帰については、自覚症状が無くなってからおおむね二週間経過後に再度 

高感度検便検査を行い陰性の場合は職場復帰する。また再検査の結果、再度陽 

性の場合はその後更に一週間経過の後、高感度検便検査を行い職場復帰の判断 

をする。 
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３ 学校給食従事者本人に自覚症状はないが、同居者等が腹痛、下痢、 

嘔吐などの症状があり、医師から感染性胃腸炎（疑いを含む）と診 

断された場合の対応 

（１） 給食センター所長、業務責任者の指示により出勤停止とし、当該本人は所

定の検査機関において高感度検便検査を行う。 

ア 高感度検便検査の結果が陰性だった場合 

当該本人は、通常業務に復帰する。 

イ 高感度検便検査の結果が陽性だった場合 

職場復帰については、本人または同居者の自覚症状が無くなってから二週間経 

過後に再度高感度検便検査を行い、陰性の場合は職場復帰する。また再検査の 

結果、再度陽性の場合はその後更に一週間経過の後、高感度検便検査を行い職 

場復帰の判断をする。 

 

４ 受配校の給食配膳員本人が定期検査で陽性、または、腹痛、下痢、 

嘔吐などの症状があり、医師から感染性胃腸炎（疑いを含む）と診 

断された場合の対応 

（１）当該配膳員は直ちに業務責任者に連絡し、業務責任者はその旨、給食セ 

ンター所長に連絡する。また、業務責任者は代員を手配し、給食センター 

所長は、学校へ配膳員変更の連絡をする。業務責任者は当該配膳員に対し 

て医師の診断に基づき職務を休むよう指示する。 

（２）業務責任者の指示により、当該配膳員は所定の検査機関において高感度検 

便検査を行う。 

ア 当該配膳員の高感度検便検査の結果が陰性だった場合 

高感度検便検査の結果が陰性の場合でも、経過として自覚症状がありその他の 

感染性胃腸炎の可能性がある。よって、職場復帰については医師の診断に基づ 

き業務責任者の許可を得る。 

イ 当該配膳員の高感度検便検査の結果が陽性だった場合 

職場復帰については、自覚症状が無くなってからおおむね二週間経過後に再度 

高感度検便検査を行い陰性の場合は職場復帰する。また再検査の結果、再度陽 

性の場合はその後更に一週間経過の後、高感度検便検査を行い職場復帰の判断 

をする。なお同一施設に勤務する他の配膳員についても、二次感染の有無を確 

認するために高感度検便検査を行う。 
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５ 受配校の給食配膳員の同居者等が腹痛、下痢、嘔吐などの症状が 

あり、医師から感染性胃腸炎（疑いを含む）と診断された場合の対応 

（１）当該配膳員は直ちに業務責任者に連絡する。業務責任者はその旨を給食セ 

ンター所長に連絡する。業務責任者の指示により当該配膳員は出勤停止と 

し、当該配膳員は所定の検査機関において高感度検便検査を行う。 

ア 高感度検便検査の結果が陰性だった場合 

当該配膳員は、通常業務に復帰する。 

イ 高感度検便検査の結果が陽性だった場合 

復帰については本人または同居者の自覚症状が無くなってからおおむね二週 

間経過後に再度高感度検便検査を行い陰性の場合は職場復帰する。また再検 

査の結果、再度陽性の場合はその後更に一週間経過の後、高感度検便検査を行 

い職場復帰の判断をする。 

 

６ 感染性胃腸炎（ノロウイルス）発生時における各施設の衛生管理 

（１）学校給食センター 

学校給食従事者が体調を崩し、医師の診断を受けたところ感染性胃腸炎と 

診断された。さらに業務責任者の指示による高感度検便検査の結果、陽性 

となった場合の対応。（施設内にウイルスが付着している可能性がある場 

合の対応）  

●以下の作業を直ちに行う 

ア シンク、調理台、蛇口、取手（冷蔵庫・ドア・入口・釜等）、台車、その他 

当該従事者が触れた可能性のある全ての箇所及びトイレについて、２００ 

ｐｐｍの次亜塩素酸ナトリウム水溶液で浸すように拭き取る。 

（２）学校（学校給食配膳室含む） 

配膳作業に携わっていた学校給食配膳員が体調を崩し、医師の診断を受け 

たところ感染性胃腸炎と診断された。さらに、業務責任者の指示による高 

感度検便検査の結果、陽性となった場合。（施設内にウイルスが付着してい 

る可能性がある場合） 

●以下の作業を直ちに行う。 

ア 当該配膳員が使用したトイレや配膳室の床等は２００ｐｐｍの次亜塩素酸 

ナトリウム水溶液を用いて（噴霧・流す・モップ拭き等）消毒する。 

イ 配膳台、シンク、蛇口、取手（冷蔵庫・ドア・入口）、ワゴン、その他当該 

配膳員が触れた可能性のある全ての箇所は、２００ｐｐｍの次亜塩素酸ナ 

トリウム水溶液で浸すように拭き取る。 
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【食中毒への対応】 

１ 食中毒の的確な把握 

食中毒と思われる症状として、腹痛・発熱・嘔吐・下痢などが、多数の児童

生徒に同時に発症した場合、速やかに学校から学校医に連絡し、医療的な指導

を仰ぐ。 

・給食の献立、発生時間などについて把握する。 

・給食センターでは、原材料及び調理済み食品を二週間保存しておく。 

※勤務時間内に発生するとは限らないので、時間外における緊急連絡体制につ

いても整備しておく。 

 

２ 校内体制の確立 

食中毒発生を把握した学級担任等は学校長に報告し、教職員全体に周知する

など校内の連絡体制による情報の共有と事故の概要把握に努める。 

・学年・学級・児童生徒の症状 

・欠席している児童生徒の症状の把握 

・家族の健康状態についての調査 

 

３ 関係機関への連絡体制 

 学校長⇒給食センター所長⇒教育長・関係各課・学校医・保健所 

 

４ 保護者への事情説明（関係する児童生徒の保護者） 

 

５ 当該校及び全小中学校の児童生徒並びに保護者への事情及び経過 

説明 

児童生徒のプライバシーの関係もあるので配慮しながら経過説明する。 

 

６ 事故の処置 
食中毒発生の場合、学校医の意見・指導に基づいて保健所が主体になって調

査するので、全面的に協力しながら原因究明にあたり、学校医・保健所・関係

各課と連携し、健康診断・出席停止・臨時休業・消毒・その他の措置について

協議する。 

 

７ 報道機関への対応 

窓口を一本化し、給食センターが行う。 


